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１．障害児通所支援事業について
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障害児通所支援とは、心身に障がいや発達の遅れを持つ児童に対して、通所または訪問により療育
等の支援を行う児童福祉法に基づく制度です。
障害児通所支援には目的や対象によって、下記４つの種類に分かれています。

種類 対象児童 概要

児童発達支援 未就学児 主に日常生活における基本的な動作及び知能技能の習
得並びに集団生活への適応のための支援を行います。

放課後等デイサービス 学校教育法に規定する学校
（幼稚園、大学を除く）に
就学している障害児

授業の終了後又は休校日に、生活能力の向上のために
必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を行い
ます。

保育所等訪問支援 未就学児～高校生 保育所などを訪問し、集団生活への適応のための専門
的な支援や先生へのアドバイス、その他必要な支援を
行います。

居宅訪問型児童発達支援 未就学児～高校生 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅
を訪問して発達支援を行います。



２－１．児童発達支援とは
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２－２．利用までの流れ

 ※２

※１ Ａ身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
Ｂ特別児童扶養手当等を受給していることを証明する受給者証
Ｃ医療機関や療育相談所などで療育の必要性が認められた書面

※２ 支援にあたり、事業所から保育園側に個別支援計画をはじめとした支援内容の共有をすることが望ましい。
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２－３．児童発達支援事業所と保育所等との連携について

事業所に対し、併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を

求めるとともに、事業所の個別支援計画において具体的な取組等について記載しそ

の実施を令和６年度より運営基準において求めている。

（参考）
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２－３．児童発達支援事業所と保育所等との連携について

「児童発達支援ガイドライン」（こども家庭庁 令和６年７月改定）

障害児支援の基本理念の一つとして、

「事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供（※１）」

が掲げられ、児童発達支援事業所と保育所との連携が求められている。

（※１）

こどもの現在、そして将来の豊かな育ちを保障していくためには、こどもと家族を中心に据えて、包括的なアセスメント・支援を行

うことが必要であり、各事業所や各関係機関それぞれが、非連続な「点」として独自に支援を行うのではなく、子育て支援施策全体

の連続性の中で、地域で相互に関係しあい連携しながら「面」で支えていく必要がある。

こどものライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、社会的養護、就労支援等の関係機関や障害当事者団

体を含む関係者が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図る必要がある。
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２－３．児童発達支援事業所と保育所等との連携について

8



２－３．児童発達支援事業所と保育所等との連携について

「児童発達支援ガイドライン」（こども家庭庁 令和６年７月改定）

こどもが事業所等と地域の保育所等の併行利用をしている場合は、当該保育所等

と支援内容等を共有するなど連携して支援に当たるとともに、必要に応じて当該保

育所等における障害のあるこどもへの支援をバックアップしていくことが重要であ

る。（ガイドラインP38抜粋）

ガイドライン→
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２－３．児童発達支援事業所と保育所等との連携について

【保育所へのお願い】

①事業所から児童に関する日々の情報提供があった場合の対応

②事業所が作成した個別支援計画の共有があった場合の対応
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３－１．保育所等訪問支援とは
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３－２．利用までの流れ

※１   ※２  ※３     ※３

 ※１ Ａ身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
Ｂ特別児童扶養手当等を受給していることを証明する受給者証
Ｃ医療機関や療育相談所などで療育の必要性が認められた書面

※２ 保護者や事業所からの申出により、受入れ可能な日数等の協議を行っていただきます。(「保育所等訪問支援利用同意書」を作成)

※３ 事業所が作成した個別支援計画の原案を訪問先施設にも確認していただき、必要に応じて計画の修正等を行います。
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３－３．保育所等訪問支援 令和６年度報酬改定の概要

【保育所等訪問支援の主な見直し内容】

 ・ 利用開始にあたり、事業所は訪問先施設への訪問等により専門的な視点

からのアセスメントを実施すること。

 ・ 利用児童ごとの「個別支援計画」について、訪問事業所だけで作成するの

ではなく、訪問先施設と連携して作成すること。

 ・ １回あたりの訪問支援の提供時間（「個別支援計画」に位置付けられた内

容の支援を行うのに要する標準的な時間）を「個別支援計画」に定めるこ

ととし、その時間は３０分以上とすること。

 ・ 年１回の訪問先評価（アンケート）を実施すること。
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３－４．訪問先施設へのお願い

１ 利用前の事前調整（令和６年10月より）

・ 保護者が区の窓口へ利用申し込みをする前に、事業所と訪問先とで、

１月あたりの利用日数(受入可能日数)について協議を行ってください。

・ 協議の結果、事業所が作成する「保育所等訪問支援利用同意書」(資料４)に

署名（施設長名）をお願いします。

・ 「保育所等訪問支援利用同意書」に記載された訪問日数について、

保護者から各区への申請に基づき支給決定がなされ、利用開始となります。

 ※区が発行する受給者証には、１月あたりの訪問上限日数が印字され、その日数まで利用可能となります。

    ※国が定める標準訪問日数は、２日／月です。
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３－４．訪問先施設へのお願い

保育所等訪問支援利用同意書
（利用児童１名につき１枚作成）

・訪問事業所が保育所等施設を訪問すること

及び１月あたりの訪問日数について、

訪問事業所と協議を行い、署名（施設長名）

をお願いします。

・同意書を作成するタイミングは、

①児童が新たに保育所訪問の利用を開始するとき

②利用開始後、１月あたりの訪問日数を変更するとき
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資料２ 現時点案（令和 6年 10月より運用開始） 

【千葉市】保育所等訪問支援利用同意書 
 保育所等訪問支援事業を実施するにあたり、相互下記の事項について同意します。 

 

①下記利用者に対して障害児支援に関する専門的な知識・技術を有する支援員が 

施設を訪問し、本人への直接支援並びに担当の先生方へ児童に対する関わり方や

配慮等をお伝えするための保育所等訪問支援事業を提供するにあたり、訪問支援

事業所が保育所等の施設を訪問することに同意します。 

 

②業務上知り得た個人情報について守秘義務を負うことに同意します。 

 

③その他の児童等に対して行う教育又は保育等に支障をきたさないよう相互に協力

します。 

 

④下記利用者に対する保育所等訪問支援事業が、１月あたり  日を上限として 

提供されることに同意します。 

   

  ※本書は、新規で利用を開始する場合の他、利用開始後に１月あたりの訪問上限 

日数を変更する場合に作成が必要となります。 

  ※本書を作成し、写しを各区高齢障害支援課への支給申請の際に提出します。 

※保育所等訪問支援事業所にて原本を、保育所等施設にて写しを保管します。 

令和  年  月  日 

       利用者  住  所  

 

           児童氏名                

 

保護者氏名              印 

 

       保育所等施設 

            所 在 地 

             

施 設 名               

             

園 長 名              印 

 

       保育所等訪問支援事業所  

         所 在 地 

             

児童発達支援管理責任者              印 



３－４．訪問先施設へのお願い

２ 訪問先と連携した「個別支援計画」の作成

・令和６年４月より、保育所等訪問支援の「個別支援計画」(資料２)は、

保育所等訪問支援事業所だけで作成するのではなく、

訪問先施設と連携して作成することが義務付けられました。

・事業所が作成した個別支援計画の原案を訪問先施設にも確認していただき、

必要に応じて計画の修正等を行います。

※個別支援計画は少なくとも６月に１回以上見直しが行われます。
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３－４．訪問先施設へのお願い

３ 各種調整の際の窓口について

・利用前の事前調整や個別支援計画の協議など、事業所から訪問先へ

連絡する際の窓口は施設長とさせていただきます。

・施設長以外の職員を窓口とする場合は、事業所から連絡があった際に、

その旨をお伝えください。
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３－４．訪問先施設へのお願い

４ 訪問先評価の実施

・令和６年４月より、保育所等訪問支援事業所は、訪問先施設による評価

（資料５）を受けて、その改善を図ることが義務付けられました。

・毎年１回、保育所等訪問支援事業所より評価依頼がありますので、

訪問支援を受けた率直な評価を記入いただくようお願いします。

※訪問先評価の結果は、事業所のホームページ等で公開されます。
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本資料に関する問い合わせ先

千葉市保健福祉局高齢障害部

障害福祉サービス課 指導班 荒井・山口

電 話：０４３－２４５－５２２７

メール：shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp
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